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   第３５回生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会 

会議録 

 

日 時 平成２１年７月２７日（水）午前１０時００分から午前１１時５５分 

場 所 生駒市役所 ４０１・４０２会議室 

【出席者（敬称略）】 

〔委    員〕 下村敏博、風間規男、井上正二、井上直紀、城山英章、 

谷中重紀 

〔実 施 機 関〕 介護保険課長 森本修二 、同課認定係長 土屋優子、 

同課認定係 明石友貴  

〔事  務  局〕 総務課長 中谷充隆、同課長補佐 堀本慎一、同課情報統

計係長 市川 豊、同課情報統計係主任 殿水成樹 

【事前送付資料】 １ 諮問個第２７号資料（諮問書、個人情報外部提供申請

書及びその添付資料） 

２ 納付書様式の変更に伴う納付書への氏名記載について

（変更納付書様式添付） 

【当日配付資料】 １ レジュメ 

２ 諮問個第２７号追加資料 

 

【議  題】  １ 諮問個第２７号 個人情報の外部提供について 

（介護保険課） 

２ 市税納付書の納付済通知書への氏名の記載について 

（収税課） 

３ そ の 他  

第 ３ ４ 回 審 議 会 会 議 録 に つ い て  
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〔審議経緯〕 

○  審議に先立ち、事務局より諮問個第２７号について、その概要を説明

した。 

１ 諮問個第２７号 個人情報の外部提供について（介護保険課） 

○  実施機関である介護保険課より、平成２１年度に奈良県が実施する

「高齢者の生活、介護等に関する実態調査」について、奈良県より個人

情報の外部提供申請があった旨の説明があった。 

〔主な内容は次のとおり〕 

○  今回、実施される「高齢者の生活、介護等に関する実態調査」は、奈

良県の福祉施策を中長期的また総合的観点から検討する材料として県

内の高齢者福祉や介護の実態を把握するために実施する調査であり、そ

の内容について詳細に把握するためアンケート調査と対面調査を実施

するものである。 

奈良県から外部提供の依頼を受けている内容は、今回の調査を実施す

るための調査対象者の情報で、調査の実施には必要なものである。 

○  具体的には、生駒市の要介護者及び要支援者（以下「要介護者等」と

いう。）約３６００名の中から無作為抽出した３５８名分の氏名、住所、

介護度の外部提供申請が奈良県知事よりあった。 

○  提供情報に介護度が含まれているのは、県下で介護を必要とする高齢

者とその家族５０００組についてアンケート調査を予定しており、無作

為に抽出し、調査を実施することを予定しているためである。 

○  県民への周知につきましては、８月１日付け県民だよりにて高齢者の

生活、介護等に関する実態調査が実施されることを広報する予定である。 

また、本審議会にてお認め頂ければ、本市広報紙の９月１日号に掲載

する予定をしている。 

○  調査員は、奈良県知事が発行した調査員証を携帯し、今回の調査につ
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いてその趣旨を説明し協力を依頼、アンケート用紙を配布回収する。 

 

〔質疑〕 

Ｑ 提供情報に介護度とあるが、アンケートの調査項目に介護度を答える

項目がある、また、外部提供の申請には無作為抽出とあるが介護度別に

調査するのか、どのようになっているのですか。 

Ａ 無作為抽出により県内５０００名にアンケートを配布するのですが、

調査の対象者が、お亡くなりになったり、転出された場合等の補充を実

施する際に、介護度が必要となります。 

Ｑ 調査の対象者は、どのような範囲になりますか。 

Ａ 介護認定者を対象としております。 

Ｑ 無作為抽出の方法はどのように考えておられますか。 

Ａ 乱数表を利用するか、被保険者番号よる抽出等が考えられますが、情

報政策課と相談し、電子的に無作為抽出が可能かどうかを確認し、決定

したいと考えております。 

Ｑ データの受け渡し及び暗号化についての処置は。 

Ａ 提供データの暗号化と ID、パスワードを設定し、奈良県に提供したい

と考えております。 

 

２ 報告案件 

(1） 市税納付書の納付済通知書への氏名の記載について（収税課） 

〔主な内容は次のとおり〕 

○ コンビニ収納開始時の答申の中で、「市税の収納時にコンビニエンス

ストアに残る納付書について、個人情報保護を検討されたい」との付帯

事項により、コンビニ収納開始当初から、納付書の納付済通知書には氏

名及び住所の記載をしておりませんでしたが、氏名及び住所の記載がな
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いことによりゆうちょ銀行での取り扱いができないこととなり、ゆうち

ょ銀行のみ別様式となっておりました。 

今回、平成２２年９月の住民情報系システムの切り替えによる各種様

式の変更に伴い、コンビニ、金融機関及びゆうちょ銀行のすべての収納

場所で利用できる納付書とし、納税者の利便性と業務の効率化を図るた

め、納付済通知書に氏名の記載をさせていただくことになりました。 

○ 隣接するいくつかの市においても、コンビニ収納が始まっております

が、納付済み通知書に氏名の記載があり、ゆうちょ銀行でも利用できる

共通の納付書となっております。 

 

３ そ の 他  

第 ３ ４ 回 審 議 会 会 議 録 （ 案 ） に つ い て 、 承 認 を 頂 い た 。  

 

４ 閉  会 

 

 

 

 

 

 


